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テレビ番組フォーマットの法的位置づけに関する考察
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一　

は
じ
め
に

　
「
テ
レ
ビ
番
組
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
」（
以
下
、
単
に
「
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
」
と
い
う
。）
は
、
世
界
の
ど
の
国
の
法
律
に
お
い
て
も
規
定
さ

れ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
我
々
は
す
で
に
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
接
し
て
い
る
。
そ
の
事
実
に
気
づ
い
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。

　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
は
、
番
組
の
企
画
・
コ
ン
セ
プ
ト
の
み
な
ら
ず
、
具
体
的
な
進
行
方
法
、
出
演
者
の
セ
リ
フ
、
番
組
セ
ッ
ト
等

の
デ
ザ
イ
ン
、
音
楽
・
効
果
音
、
そ
の
他
の
制
作
ノ
ウ
ハ
ウ
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
も
の
で
あ
る）1
（

、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

我
が
国
に
お
い
て
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
番
組
と
し
て
最
も
有
名
な
も
の
は
、「
ク
イ
ズ
＄
ミ
リ
オ
ネ
ア
」

で
あ
ろ
う
。
同
番
組
は
、
も
と
も
と
英
国
のCelador

社
が
制
作
し
た
“Who	W

ants	to	Be	a	M
illionaire?

”と
い
う
番
組
の

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
フ
ジ
テ
レ
ビ
が
日
本
版
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
で
あ
る
。
司
会
の
み
の
も
ん
た
が
、
回
答
者
に
対
し
て
「
フ
ァ
イ

ナ
ル
ア
ン
サ
ー
？
」
と
選
択
肢
の
決
定
を
促
す
言
葉
は
流
行
語
に
も
な
っ
た
が
、
そ
れ
さ
え
も
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
定
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る）2
（

。
英
国
や
我
が
国
以
外
の
国
に
お
い
て
、
そ
の
国
の
言
語
、
司
会
者
、
回
答
者
に
よ
っ
て
放
送
さ
れ
て
い
る
同
番
組
を
視
聴

し
た
こ
と
の
あ
る
方
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、
我
が
国
か
ら
外
国
へ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
輸
出
も
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｔ
Ｂ
Ｓ
「
痛
快
な
り
ゆ
き
番
組
風
雲
！
た
け
し
城
」、「
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｕ
Ｋ
Ｅ
」、
フ
ジ
テ
レ
ビ
「
料
理
の
鉄
人
」、「
ト
リ
ビ
ア
の
泉
」、

日
本
テ
レ
ビ
「
は
じ
め
て
の
お
つ
か
い
」、「
￥
マ
ネ
ー
の
虎
」、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ド
ク
タ
ー
Ｇ
」
な
ど
が
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
化
さ
れ
て
欧
米

や
ア
ジ
ア
に
輸
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
合
わ
せ
て
ア
レ
ン
ジ
が
な
さ
れ
た
番
組
が
制
作
、
放
送
さ
れ
て
い
る）3
（

。
ま
た
、
東
京

キ
ー
局
ば
か
り
で
な
く
、
大
阪
の
朝
日
放
送
も
「
新
婚
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
ベ
ト
ナ
ム
に
輸
出
し
て
お
り
、

日
本
の
司
会
者
の
桂
文
枝
と
同
様
に
、
ベ
ト
ナ
ム
の
司
会
者
も
椅
子
か
ら
転
げ
落
ち
る
演
出
が
な
さ
れ
て
い
る）4
（

。
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法
的
裏
づ
け
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
世
界
的
な
テ
レ
ビ
番
組
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
お
い
て
、
頻
繁
に
取
引
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
取
引
額
は
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
の
間
で
さ
え
、
約
九
三
億
ユ
ー
ロ
（
一
ユ
ー
ロ
一
四
〇
円
換
算
で
一
兆

三
〇
〇
〇
億
円
余
り
）
と
算
出
さ
れ
て
お
り）5
（

、
現
在
は
さ
ら
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

我
が
国
に
お
い
て
も
、
近
年
、
テ
レ
ビ
業
界
の
枠
を
超
え
て
、
そ
の
動
向
に
注
目
が
集
ま
り
始
め
て
お
り
、
総
務
省
の
発
行
す
る

情
報
通
信
白
書
で
も
、
平
成
二
六
年
版
に
お
い
て
初
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

　

同
白
書
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
四
年
度
の
我
が
国
の
放
送
コ
ン
テ
ン
ツ
関
連
輸
出
総
額
は
一
〇
四
億
三
〇
〇
〇
万
円
で
あ
る
が
、

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
及
び
リ
メ
イ
ク
権
の
構
成
比
率
は
そ
の
う
ち
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
お
り）6
（

、
し
た
が
っ
て
、
年
間
で
七
億
三
〇
〇

〇
万
円
余
り
と
な
る
。
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
み
で
は
、
そ
の
額
は
さ
ら
に
小
さ
い
も
の
と
な
る
。

　

世
界
の
市
場
規
模
か
ら
す
る
と
、
我
が
国
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
取
引
額
は
非
常
に
小
さ
く
、
端
緒
が
開
か
れ
た
段
階
に
す
ぎ
な
い

が
、
他
方
、
今
後
、
大
き
く
進
展
す
る
余
地
も
広
く
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
我
が
国
に
お
い
て
は
法
的
な
側
面
か
ら
の
考
察
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
今
後
、

そ
の
流
通
が
拡
大
す
る
に
従
い
、
契
約
に
お
い
て
準
拠
法
を
日
本
法
と
し
、
法
的
問
題
が
生
じ
た
場
合
の
解
決
策
の
方
向
性
さ
え
示

さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
ど
の
よ
う
な
法
的
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
か
考
察
を
行
い
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
円
滑
な

流
通
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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二　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
状
況

１　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
取
引
に
関
す
る
概
要

　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
い
う
概
念
自
体
や
、
そ
の
取
引
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

“The	Price	is	Right

”や
“The	W

heel	of	Fortune

）
（
（

”と
い
う
よ
う
な
テ
レ
ビ
の
歴
史
を
先
導
し
た
ク
イ
ズ
番
組
は
、
米
国
に
お

い
て
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る）8
（

。
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
取
引
自
体
は
数
十
年
の
歴
史
を
有
し
て
い
る
。

　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
販
売
す
る
方
法
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）9
（

。

　

①　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
販
売
に
適
す
る
番
組
を
選
ん
で
、
そ
の
番
組
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
り
、
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
映
像
を
つ
け
て

売
り
に
出
す
。

　

②　

具
体
的
に
買
い
た
い
と
い
う
話
が
来
た
ら
、〝
バ
イ
ブ
ル
〟（
仕
様
書
）
を
作
る
。〝
バ
イ
ブ
ル
〟
に
は
、
番
組
コ
ン
セ
プ
ト
、

構
成
、
セ
ッ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
、
進
行
・
演
出
上
の
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
が
記
載
さ
れ
る
。

　

③　

リ
ク
エ
ス
ト
が
あ
っ
た
場
合
は
、
ロ
ー
カ
ル
向
け
の
改
変
を
認
め
る
こ
と
が
多
い
。
日
本
側
で
は
、
監
修
を
す
る
権
利
を
持

つ
が
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
、
監
修
を
し
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
監
修
に
伴
い
、
日
本
か
ら
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
出
向
く
場

合
は
、
経
費
は
先
方
が
負
担
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。

　

④　

契
約
を
す
る
第
一
段
階
で
は
、
い
き
な
り
番
組
制
作
が
決
定
し
て
い
る
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
最
初
の
半
年
か
ら

一
年
程
度
は
、
オ
プ
シ
ョ
ン
契
約
を
制
作
会
社
と
結
ぶ
こ
と
が
多
い
。

　

⑤　

オ
プ
シ
ョ
ン
契
約
を
行
っ
た
制
作
会
社
が
企
画
書
を
作
っ
て
放
送
局
に
持
ち
込
み
、
放
送
局
が
採
用
し
て
初
め
て
、
販
売
と

な
る
。
条
件
が
整
い
、
一
定
期
間
の
中
で
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
販
売
が
成
立
し
た
場
合
、
一
話
単
位
で
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
料
金
を
決
め
、

契
約
を
行
う
。
一
本
だ
け
作
っ
て
終
わ
り
に
な
っ
て
し
ま
う
と
困
る
の
で
、
最
低
制
作
話
数
を
取
り
決
め
る
な
ど
工
夫
を
す
る
。
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以
上
か
ら
す
る
と
、
具
体
的
な
取
引
の
中
で
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
し
て
特
定
さ
れ
る
の
は
、〝
バ
イ
ブ
ル
〟
と
呼
ば
れ
る
仕
様
書

に
記
載
さ
れ
た
番
組
コ
ン
セ
プ
ト
、
構
成
、
セ
ッ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
、
進
行
・
演
出
上
の
ノ
ウ
ハ
ウ
な
ど
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
取
引
に
お
け
る
注
意
点
と
し
て
、
英
国
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

①　

著
作
権
は
ア
イ
デ
ア
自
体
を
保
護
し
な
い
こ
と
、
秘
密
に
関
す
る
法
は
ア
イ
デ
ア
を
保
護
す
る
こ
と
、
詐
称
通
用
は
混
同

を
生
じ
さ
せ
る
ほ
ど
の
類
似
の
も
の
が
あ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
い
っ
た
権
利
の
知
識

　

②　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
創
作
過
程
に
お
け
る
書
類
、
議
事
録
、
電
子
メ
ー
ル
等
の
す
べ
て
の
記
録
保
持

　

③　

守
秘
義
務
を
明
確
に
し
た
第
三
者
で
あ
る
フ
リ
ー
ラ
ン
サ
ー
に
対
す
る
強
力
か
つ
明
白
な
契
約

　

④　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ド
メ
イ
ン
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
へ
の
登
録

　

⑤　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
ブ
ラ
ン
ド
構
築
の
た
め
の
番
組
タ
イ
ト
ル
等
の
商
標
登
録
と
Ｆ
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ａ
（
後
述
）
等
の
取
引
者
団
体
の

利
用

　

⑥　

時
間
と
金
を
投
資
す
る
前
に
先
行
調
査
へ
の
投
資

　

⑦　

分
か
り
や
す
い
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
バ
イ
ブ
ル
の
作
成

　

⑧　

慎
重
に
、
か
つ
秘
密
保
持
を
行
う
交
渉

　

⑨　

知
的
財
産
法
よ
り
も
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
保
護
が
強
い
ラ
イ
セ
ン
ス
契
約）（（
（

　

⑩　

侵
害
に
対
す
る
迅
速
か
つ
断
固
と
し
た
行
動

　

こ
れ
ら
か
ら
は
、
交
渉
以
前
及
び
交
渉
中
に
お
け
る
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
秘
匿
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
並
び
に
公
表
後
の
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
自
体
の
保
護
が
難
し
い
こ
と
を
前
提
に
ド
メ
イ
ン
や
商
標
の
登
録
と
い
っ
た
周
辺
あ
る
い
は
隣
接
す
る
法
を
も
利
用
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
状
況
が
窺
え
る
。

　

な
お
、
既
述
の
平
成
二
六
年
版
情
報
通
信
白
書
に
お
い
て
、
リ
メ
イ
ク
権
と
い
う
も
の
も
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ド
ラ
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マ
な
ど
の
舞
台
設
定
や
登
場
人
物
な
ど
の
構
成
要
素
を
取
り
出
し
て
販
売
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
海
外
の
放
送
局
・
制
作
会
社
が
現

地
の
出
演
者
や
ス
タ
ッ
フ
を
活
用
し
て
番
組
を
制
作
・
放
送
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る）（（
（

。
つ
ま
り
、
既
存
の
脚
本
を
原
著
作
物
と
し

て
、
現
地
の
言
語
に
翻
訳
し
、
ま
た
、
現
地
の
環
境
や
文
化
、
習
慣
と
い
っ
た
も
の
に
合
致
す
る
よ
う
に
変
更
す
る
こ
と
で
あ
り
、

翻
案
権
の
許
諾
（
著
二
七
条
、
六
三
条
）
を
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
リ
メ
イ
ク
権
と
は
、
法
的
に
新
た

な
権
利
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、「
翻
案
権
の
許
諾
」
の
テ
レ
ビ
放
送
業
界
に
お
け
る
言
い
換
え
で
あ
る
と
解
る
べ
き
で
あ

ろ
う）（（
（

。

２　

諸
外
国
に
お
け
る
テ
レ
ビ
番
組
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
定
義

　

⑴　

消
極
的
ア
プ
ロ
ー
チ

　

取
引
の
対
象
と
な
る
以
上
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
財
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
定

義
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
試
み
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
非
常
に
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
、

ま
ず
、「
そ
れ
は
、
…
…
で
は
な
い
。」
と
い
う
消
極
的
な
定
義
の
仕
方
を
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の
米
国
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と

は
、
言
語
創
作
物
の
通
常
の
分
類
に
入
ら
な
い
。
書
籍
と
は
異
な
り
、
読
書
向
け
の
も
の
で
は
な
い
。
演
劇
と
は
異
な
り
、
演
じ
ら

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
概
要
と
は
異
な
り
、
そ
の
使
用
は
、
脚
本
に
ス
ト
ー
リ
ー
の
概
要
の
発
展
以
上
の
も
の
を

生
じ
さ
せ
る
。
そ
の
特
有
な
機
能
と
は
、
視
聴
者
に
対
し
て
連
続
番
組
を
魅
力
的
に
す
る
─
─
の
め
り
込
ま
せ
る
と
ま
で
は
い
か
な

く
と
も
─
─
統
一
的
要
素
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る）（（
（

。

　

二
〇
〇
〇
年
に
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
剽
窃
に
対
す
る
法
的
な
保
護
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
創
設
さ
れ
たT

he	Form
at	

Recognition	and	Protection	A
ssociation	

（
Ｆ
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ａ
）
も
、
多
く
の
裁
判
官
た
ち
は
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
創
作
的
著
作
物
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で
は
な
く
、
一
般
的
な
番
組
の
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
と
い
う
の
み
で）（（
（

、
法
的
な
定
義
を
示
し
て
い
な
い
。

　

今
世
紀
に
入
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
放
送
局
が
制
作
し
て
い
る
番
組
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
ド
イ
ツ
の
放
送
局
が
剽
窃
し
た
と
し
て
実
際

に
ド
イ
ツ
で
争
わ
れ
た
事
件
が
起
こ
り
、
二
〇
〇
三
年
六
月
二
三
日
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決）（（
（

は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

　
「
テ
レ
ビ
番
組
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
は
番
組
の
特
徴
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
総
体
と
し
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
と
は
、
番
組
が
毎
回
異
な
っ
た
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
視
聴
者
に
そ
の
番
組
シ
リ
ー
ズ
の
一
部
分
と
し
て
認
識

さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

著
作
権
は
個
人
的
な
精
神
的
活
動
の
す
べ
て
の
成
果
を
保
護
す
る
の
で
は
な
く
、
著
作
権
法
〔
ド
イ
ツ
著
作
権
法
を
指
す
。
こ
の
引

用
部
分
に
お
い
て
以
下
同
じ
：
引
用
者
注
〕
二
条
の
意
味
に
お
け
る
著
作
物
の
み
を
保
護
す
る
。
著
作
権
法
二
条
の
意
味
に
お
け
る
著

作
物
及
び
著
作
権
保
護
の
対
象
は
創
造
的
形
成
の
成
果
の
み
で
あ
る
。

　

甲
番
組
〔
フ
ラ
ン
ス
の
放
送
局
が
制
作
し
た
も
の
を
指
す
：
引
用
者
注
〕
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
よ
う
な
も
の
は
同
種
の
番
組
の
制
作

に
関
し
て
設
定
さ
れ
た
枠
で
し
か
な
く
、
類
似
の
番
組
を
制
作
す
る
に
あ
た
り
模
範
と
し
て
利
用
さ
れ
る
番
組
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
著

作
権
の
保
護
か
ら
除
外
さ
れ
る
。」

　

ま
た
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
に
基
づ
く
差
止
請
求
も
な
さ
れ
て
い
た
。
当
時
、
同
法
一
条
は
、

「
業
務
上
の
取
引
に
お
い
て
競
争
の
目
的
を
も
っ
て
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
行
為
を
な
す
者
に
対
し
て
は
、
差
止
め
及
び
損
害
賠
償

を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
て
お
り
、
我
が
国
の
不
正
競
争
防
止
法
の
よ
う
に
不
正
競
争
を
限
定
列
挙
す
る
形
（
不
正

競
争
二
条
一
項
各
号
）
と
は
異
な
り
、
一
般
不
正
競
争
行
為
と
い
う
類
型
を
定
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
原
告
は
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の

剽
窃
が
一
般
不
正
競
争
行
為
に
該
当
す
る
と
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
が
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
番
組
を
放
送
し
て
お
り
、
両
者
の
間
に
同
条
適
用
の

前
提
と
し
て
の
競
争
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
判
断
を
示
さ
な
か
っ
た
。
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⑵　

積
極
的
ア
プ
ロ
ー
チ

　

既
述
の
通
り
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
取
引
自
体
は
、
近
年
に
な
っ
て
突
然
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
数
十
年
の
歴
史
が
あ
る
。
そ

の
取
引
の
際
に
は
、
契
約
が
結
ば
れ
る
の
で
あ
っ
て
、「
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
が
当
事
者
間
で
合
意
さ
れ
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
契
約
内
容
は
、
第
三
者
に
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
公
表
し
な
い
義
務
を
負
っ
て

い
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
具
体
的
な
契
約
内
容
の
公
表
が
な
い
こ
と
も
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
の
困
難
性
を
導
い

て
き
た
と
言
え
る
。

　

こ
の
傾
向
は
、
現
在
に
お
い
て
も
、
継
続
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
取
引
が
増
加
し
て
く
る
と
、
あ
る
一
定
の

公
的
色
彩
を
帯
び
た
団
体
等
も
関
与
す
る
場
合
が
出
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
契
約
あ
る
い
は
合
意
の
内
容
が
公
表
の
対
象
と
な

る
と
い
う
現
象
が
近
時
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

二
〇
一
二
年
、
英
国
を
代
表
す
る
世
界
的
な
放
送
局
で
あ
るT

he	British	Broadcasting	Corporation	

（
Ｂ
Ｂ
Ｃ
）
が
、T

he	

Personal	M
anagersʼ	A

ssociation	Lim
ited

（
Ｐ
Ｍ
Ａ
）
及
びT

he	W
ritersʼ	Guild	of	Great	Britain

（
Ｗ
Ｇ
Ｇ
Ｂ
）
と
の
間

に
、
“TELEV

ISIO
N

	SCRIPT
	A

GREEM
EN

T
”を
結
び
、
そ
の
全
文
が
公
開
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

Ｐ
Ｍ
Ａ
と
は
、
六
〇
年
以
上
の
歴
史
を
有
す
る
俳
優
、
作
家
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
代
理
人
（
個
人
の
場
合
も
企
業
形
態
の
場
合
も
含

む
）
の
団
体
で
あ
り
、
現
在
、
約
一
五
〇
の
会
員
が
所
属
し
て
い
る）（（
（

。

　

Ｗ
Ｇ
Ｇ
Ｂ
と
は
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
劇
場
、
書
籍
、
詩
、
映
画
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
及
び
ビ
デ
オ
ゲ
ー
ム
の
作
家
を
代
表
す
る

労
働
組
合
で
あ
り
、
テ
レ
ビ
、
映
画
、
ラ
ジ
オ
、
劇
場
に
つ
い
て
は
、
作
家
の
た
め
に
最
低
条
件
や
業
務
上
の
合
意
を
交
渉
す
る
団

体
で
あ
る）（（
（

。

　

こ
の
合
意
に
は
、
使
用
さ
れ
る
文
言
の
定
義
が
列
挙
さ
れ
、
そ
の
定
義
規
定
Ｋ
に
“Form

at

”が
あ
る
。
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「
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
：
番
組
の
設
定
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
や
そ
れ
ら
の
関
係
、
番
組
の
テ
ー
マ
、
及
び
話
が
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
と

い
っ
た
よ
う
な
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
、
書
面
あ
る
い
は
他
の
も
の
に
記
録
さ
れ
た
テ
レ
ビ
番
組
オ
リ
ジ
ナ
ル
案
の
表
現
」

　

ま
た
、
こ
の
合
意
で
は
、
定
義
規
定
Ｌ
に
“Form

at	A
greem

ent

”と
い
う
も
の
を
設
け
て
い
る
。

　
「
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
合
意
：
個
別
交
渉
に
よ
り
修
正
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
そ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
所
有
者
及
び
そ
の
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
利
用
収
益
の
給
付
金
を
定
め
る
合
意
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
作
家
が
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
提
供
す
る
と
き
に
フ
ォ
ー
マ
ッ

ト
合
意
が
な
い
場
合
は
、
す
べ
て
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
権
は
作
家
に
留
保
さ
れ
る
。」

　

つ
ま
り
、「
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
権
（Form

at	rights

）」
を
当
事
者
間
で
設
定
し
、
そ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
利
用
し
て
制
作
し
た
番
組

に
も
そ
の
効
力
を
及
ぼ
す
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
英
国
や
ド
イ
ツ
と
異
な
り
、
既
存
の
法
律
に
よ
り
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
保
護
を
可
能
と
す
る
の
が
フ

ラ
ン
ス
で
あ
る
。

　

破
毀
院
商
事
部
は
、
一
九
九
五
年
二
月
七
日
、
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
の
放
送
局
が
制
作
し
た
“La	nuit	des	héros

”と
“Les	

m
arches	de	la	groire

”と
い
う
二
つ
の
番
組
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
、
同
一
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
台
本
が
ほ
ぼ

同
じ
構
成
で
時
間
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
音
楽
の
ジ
ャ
ン
ル
が
近
い
こ
と
な
ど
を
認
め
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
寄
生
行
為）（（
（

を

構
成
す
る
と
し
て
不
正
競
争
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た）（（
（

。

　

パ
リ
社
会
保
障
事
件
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
三
年
七
月
一
〇
日
、
“Europa

”と
い
う
ゲ
ー
ム
シ
ョ
ー
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
、

著
作
物
の
本
質
的
特
徴
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
既
存
の
す
べ
て
の
ゲ
ー
ム
と
比
べ
て
明
ら
か
に
特
徴
と
独
創
性
が
あ
る

こ
と
、
と
り
わ
け
テ
ー
マ
、
舞
台
装
置
な
ど
に
関
し
て
独
創
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
異
な
る
国
籍
の
二
つ
の
チ
ー
ム
の
間
で
競

争
を
し
な
が
ら
異
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
を
巡
る
こ
と
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
異
な
る
国
籍
に
関
す
る
テ
ー
マ
の
問
題
が
出
さ
れ
る
こ

と
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
認
定
し
た
上
で
、
知
的
財
産
法）（（
（

の
要
件
に
合
致
す
る
と
し
て
著
作
権
に
よ
る
保
護
を
認
め
た）（（
（

。
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三　

我
が
国
に
お
け
る
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
法
的
位
置
づ
け

１　

諸
外
国
の
状
況
の
概
観

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
諸
外
国
の
状
況
か
ら
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
関
し
て
は
著
作
権
と
不
正
競
争
を
中
心
に
し
て
議
論
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

ま
ず
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
著
作
物
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
概
ね
否
定
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。

　

著
作
権
が
表
現
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
底
に
あ
る
ア
イ
デ
ア
を
保
護
し
な
い
と
い
う
点
に
異
論
は
な
く
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
別
個
の
表
現
が
な
さ
れ
た
際
に
は
著
作
権
侵
害
が
生
じ
な
い
。
こ
の
原
則
に
従
う
と
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
自
体
が
ア
イ
デ
ア
で

あ
る
と
す
る
の
が
自
然
な
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
著
作
権
に
よ
り
テ
レ
ビ
番
組
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
保
護
す
る
裁
判
例
が
あ
る
こ
と
は
注
目
に

値
す
る
。
も
っ
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
は
、
我
が
国
の
著
作
権
法
二
条
一
項
一
号
の
よ
う
な
形
で
の
著
作
物
の
定
義
は
し
て

お
ら
ず
、
種
類
、
表
現
形
式
、
価
値
、
目
的
を
問
わ
ず
、
著
作
者
の
権
利
を
保
護
す
る
と
し
、
著
作
物
の
種
類
を
列
挙
す
る
形
を
採

用
し
て
い
る
（
フ
ラ
ン
ス
知
的
財
産
法
一
一
二-
二
条
）。
ま
た
、
特
徴
や
独
創
性
が
際
立
っ
て
い
た
番
組
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
い
う
ア
イ
デ
ア
よ
り
も
表
現
が
そ
も
そ
も
類
似
し
て
お
り
、
著
作
権
侵
害
を
認
定
し
や
す
い
事
案
で
あ
っ
た
可
能

性
も
あ
ろ
う）（（
（

。

　

ま
た
、
あ
く
ま
で
も
契
約
上
の
定
義
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
“TELEV

ISIO
N

	SCRIPT
	A

GREEM
EN

T

”が
、

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
「
表
現
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
も
目
を
引
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
定
義
も
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
自
体
が
著
作
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、（
表
現
で
あ
る
著

作
物
を
客
体
と
す
る
著
作
権
で
は
な
く
）
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
権
と
い
う
も
の
を
特
別
に
契
約
上
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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次
に
不
正
競
争
に
対
し
て
保
護
さ
れ
る
客
体
と
し
て
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
競
争
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
一
般
不
正
競
争
行
為
規
定
の
適
用
の
前
提
が
欠
け
る
と
さ
れ
た
の
は
既

述
の
通
り
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
不
正
競
争
防
止
法
は
二
〇
〇
四
年
に
競
争
者
ば
か
り
で
な
く
消
費
者
を
も
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
全
面
改
正
が
な
さ
れ
、「
競
争
の
目
的
」
と
い
う
要
件
が
削
除
さ
れ
た
た
め
、
現
行
法
で
ど
の
よ
う
な
判
断
が
く
だ
さ
れ
る
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
同
じ
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
基
づ
く
テ
レ
ビ
番
組
が
放
送
さ
れ
た
際
に
、
消
費
者
が
損
害
を
被
る
と
い

う
状
況
を
想
定
し
に
く
い
と
い
う
点
は
指
摘
で
き
よ
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
剽
窃
が
不
正
競
争
の
一
種
で
あ
る
寄
生
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
同
国
に
は
不
正
競
争
防

止
法
と
い
う
単
行
法
は
な
く
、
民
法
の
不
法
行
為
の
判
例
の
蓄
積
に
よ
っ
て
確
立
し
て
き
た
法
理
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
寄
生
行
為

は
、
我
が
国
の
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
二
号
の
著
名
商
品
等
表
示
冒
用
行
為
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
が
、
既
述
し
た
裁
判
例

の
通
り
、
よ
り
広
い
範
囲
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
寄
生
行
為
は
フ
ラ
ン
ス
特
有
の
保
護
方
法
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

三
つ
目
が
、
守
秘
義
務
を
課
し
た
契
約
を
す
る
な
ど
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
秘
匿
対
象
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
基

づ
く
番
組
が
放
送
さ
れ
る
前
に
は
、
非
常
に
有
効
な
手
段
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
が
、
放
送
後
に
は
そ
の
秘
密
の
性
質
は
喪
失

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

２　

我
が
国
に
お
け
る
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
法
的
位
置
づ
け

　

諸
外
国
の
状
況
を
概
観
す
る
と
、
著
作
権
、
不
正
競
争
、
秘
密
保
持
が
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
法
的
位
置
づ
け
に
関
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
知
的
財
産
法
の
分
野
、
さ
ら
に
は
民
法
及
び
信
託
法
に
も
視
野
を
広
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
法
律
上
保

護
さ
れ
る
利
益
（
民
七
〇
九
条
）
及
び
信
託
財
産
（
信
託
二
条
三
項
）
と
の
関
係
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
が
国
に
お
け
る
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
の
法
的
位
置
づ
け
を
検
討
す
る
。
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⑴　

著
作
物

　

著
作
物
と
は
思
想
又
は
感
情
を
創
作
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
（
著
二
条
一
項
一
号
）。

　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
、
番
組
の
企
画
・
コ
ン
セ
プ
ト
の
み
な
ら
ず
、
具
体
的
な
進
行
方
法
、
出
演
者
の
セ
リ
フ
、
番
組
セ
ッ
ト
等
の

デ
ザ
イ
ン
、
音
楽
・
効
果
音
、
そ
の
他
の
制
作
ノ
ウ
ハ
ウ
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
や
は
り
、
そ
れ
は
ア
イ

デ
ア
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
著
作
物
に
該
当
し
な
い
と
考
え
る
の
が
自
然
な
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
バ
イ
ブ
ル
が
著
作
物
に
該
当
す
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
基
づ
き
制
作
さ
れ

た
番
組
は
、
バ
イ
ブ
ル
の
二
次
的
著
作
物
（
著
二
条
一
項
一
一
号
）
で
あ
る
と
い
う
構
成
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
創
作
者
は
バ
イ
ブ
ル
の
著
作
者
と
し
て
、
番
組
自
体
の
著
作
権
を
有
す
る
（
著
二
八
条
）。

　

た
だ
し
、
バ
イ
ブ
ル
の
記
述
の
仕
方
に
は
相
当
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
番
組
の
進
行
や
セ
ッ
ト
、
キ
ャ
ッ
チ
フ

レ
ー
ズ
等
の
内
容
を
詳
細
に
記
述
し
な
け
れ
ば
、
制
作
さ
れ
た
番
組
と
の
関
係
が
明
確
に
な
ら
な
い
一
方
、
詳
細
に
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
保
護
さ
れ
る
範
囲
が
狭
ま
り
、
他
者
が
ま
さ
に
そ
の
ア
イ
デ
ア
に
基
づ
い
て
別
の
表
現
を
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

⑵　

商
品
等
表
示

　

商
品
等
表
示
と
は
、
人
の
業
務
に
係
る
氏
名
、
商
号
、
商
標
、
標
章
、
商
品
の
容
器
若
し
く
は
包
装
そ
の
他
の
商
品
又
は
営
業
を

表
示
す
る
も
の
を
い
う
（
不
正
競
争
二
条
一
項
一
号
）。

　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
例
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
商
品
又
は
営
業
を
表
示
す
る
も
の
に
該
当
す
る
か
が
問
題
と

な
る
。
こ
の
点
、
他
と
比
べ
て
顕
著
な
特
徴
を
有
し
、
長
時
間
あ
る
い
は
強
力
な
宣
伝
活
動
に
よ
り
、
特
定
の
者
の
商
品
や
営
業
で

あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
商
品
等
表
示
と
な
る
と
さ
れ
て
お
り
、
音
響
や
光
線
に
よ
る
表
示
（
Ｃ
Ｍ

テ
ー
マ
ソ
ン
グ
、
レ
ー
ザ
ー
光
、
テ
レ
ビ
ゲ
ー
ム
映
像
等
）
も
含
ま
れ
る）（（
（

。

　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
基
づ
く
番
組
が
、
商
品
等
表
示
に
該
当
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
フ
ォ
ー
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マ
ッ
ト
自
体
に
特
定
の
者
の
商
品
や
営
業
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
な
る
機
能
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
番
組
の
タ
イ
ト
ル
が
商
品
等
表
示
に
該
当
す
る
か
に
つ
き
、
映
画
の
事
例
で
は
あ
る
が
、「『
マ
ク
ロ
ス
』
な
る
本
件
表
示

は
、
著
作
物
で
あ
る
映
画
を
特
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
示
か
ら
直
ち
に
当
該
映
画
の
放
映
・
配
給
事
業
を
行
う
営
業
主
体

と
し
て
の
控
訴
人
が
認
識
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
否
定
し
た
裁
判
例
が
あ
る
（
知
財
高
判
平
成
一
七
年
一

〇
月
二
七
日
裁
判
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）。

　

な
お
、
既
述
し
た
英
国
で
言
わ
れ
る
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
取
引
に
お
け
る
一
〇
の
注
意
点
の
中
で
、
番
組
タ
イ
ト
ル
の
商
標
登
録
が

挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
番
組
タ
イ
ト
ル
の
商
標
登
録
に
つ
き
、「
放
送
番
組
名
」
に
つ
い
て
は
、
指
定
役
務

（
放
送
番
組
の
制
作
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
）
と
の
関
係
に
お
い
て
、
番
組
名
が
た
だ
ち
に
特
定
の
内
容
を
表
示
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
役
務
の
質
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
（
連
続
の
放
送
番
組
名
を
含
む
。）
と
さ
れ
て
お
り
（
商
標
審
査
基
準
改
訂
第
一

一
版
第
一　

五　

９
）、
商
標
法
三
条
一
項
三
号
に
該
当
す
る
と
し
て
拒
絶
査
定
が
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
し
た
が
っ
て
、
同
法
三
条

二
項
に
よ
る
登
録
の
可
能
性
は
あ
る
。）。

　

⑶　

営
業
秘
密

　

営
業
秘
密
と
は
、
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
生
産
方
法
、
販
売
方
法
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
有
用
な
技
術
上
又
は
営
業
上
の

情
報
で
あ
っ
て
、
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
（
不
正
競
争
二
条
六
項
）。

　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
創
作
か
ら
、
バ
イ
ブ
ル
の
作
成
、
守
秘
義
務
を
課
し
て
の
交
渉
並
び
に
番
組
制
作
に
至
る
ま
で
、
秘
密
管
理
性）（（
（

、

有
用
性
、
非
公
知
性
の
三
つ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
営
業
秘
密
に
該
当
す
る
こ
と
は
疑
い
が
な
い
で
あ
ろ

う
。

　

た
だ
し
、
一
度
、
番
組
が
放
送
さ
れ
れ
ば
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
秘
密
管
理
性
と
非
公
知
性
の
要
件
が
欠
け
る
こ
と
と
な
り
、
以
降

は
保
護
が
受
け
ら
れ
な
い
。
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⑷　

法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益

　

故
意
又
は
過
失
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
侵
害
し
た
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償

す
る
責
任
を
負
う
（
民
七
〇
九
条
）。

　

二
〇
〇
四
年
の
民
法
の
現
代
語
化
の
際
に
、
そ
れ
ま
で
「
他
人
の
権
利
」
の
み
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、「
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利

益
」
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
が
、
大
学
湯
事
件
大
審
院
判
決
（
大
判
大
正
一
四
年
一
一
月
二
八
日
民
集
四
巻
六
七
〇
頁
）
以
来
の
判
例
・

学
説
の
蓄
積
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
解
釈
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　

現
行
の
知
的
財
産
法
制
に
お
い
て
該
当
す
る
も
の
が
な
い
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
、
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
で
あ
る
と
さ
れ
る
な
ら

ば
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
剽
窃
が
あ
り
、（
最
低
で
も
）
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
利
用
料
を
そ
の
保
有
者
が
得
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う

場
合
、
そ
の
利
用
料
相
当
額
を
損
害
と
し
て
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
画
一
的
に
決
定
す
る
基
準
は
な
い
。

　

知
的
財
産
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

実
在
す
る
競
走
馬
の
名
称
を
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
使
用
す
る
際
、
そ
の
所
有
者
が
競
走
馬
の
名
称
等
の
無
断
利
用
に
対
し
て
差
止
め

や
損
害
賠
償
の
請
求
が
で
き
る
か
が
争
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
物
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
が
問
題
と
な
っ
た
ギ
ャ
ロ
ッ
プ
レ
ー
サ
ー
事
件

最
高
裁
判
決
（
最
判
平
成
一
六
年
二
月
一
三
日
民
集
五
八
巻
二
号
三
一
一
頁
）
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
、「
競
走
馬
の
名
称
等
が
顧
客
吸

引
力
を
有
す
る
と
し
て
も
、
物
の
無
体
物
と
し
て
の
面
の
利
用
の
一
態
様
で
あ
る
競
走
馬
の
名
称
等
の
使
用
に
つ
き
、
法
令
等
の
根

拠
も
な
く
競
走
馬
の
所
有
者
に
対
し
排
他
的
な
使
用
権
等
を
認
め
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
く
、
ま
た
、
競
走
馬
の
名
称
等
の
無
断
利

用
行
為
に
関
す
る
不
法
行
為
の
成
否
に
つ
い
て
は
、
違
法
と
さ
れ
る
行
為
の
範
囲
、
態
様
等
が
法
令
等
に
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
現
時
点
に
お
い
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た）（（
（

。
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フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
法
令
に
根
拠
が
な
く
、
法
令
等
に
よ
り
違
法
と
さ
れ
る
行
為
の
範
囲
、
態
様
等
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
と

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
寄
生
行
為
法
理
を
直
接
我
が
国
の
不
法
行
為
に
導
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
不
法
行
為
の
成
立
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。

　

法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
に
該
当
す
る
具
体
的
基
準
を
確
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
範
囲
も
変
化
す
る

可
能
性
を
持
つ
。
今
後
も
、
不
法
行
為
法
分
野
の
議
論
に
は
注
視
し
続
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

⑸　

信
託
財
産

　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
創
作
者
に
、
番
組
の
制
作
や
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
管
理
に
つ
い
て
能
力
が
不
足
し
て
い
る
場
合
な
ど
、
そ
の

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
活
用
方
法
と
し
て
信
託
を
設
定
す
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
り
得
る
。

　

こ
の
場
合
、
創
作
者
を
委
託
者
（
信
託
二
条
四
項
）
及
び
受
益
者
（
同
条
六
項
）、
管
理
を
引
き
受
け
者
を
受
託
者
（
同
条
五
項
）
と

す
る
信
託
契
約
（
同
条
二
項
一
号
・
三
条
一
号
）
の
締
結
に
よ
り
信
託
が
設
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
の
譲
渡
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　

単
純
に
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
譲
渡
を
す
る
と
い
う
場
合
、
法
的
な
裏
づ
け
が
な
く
と
も
、
当
事
者
が
互
い
に
そ
の
譲
渡
を
行
う
と
い

う
意
思
の
合
致
が
あ
れ
ば
、
契
約
自
由
の
原
則
に
よ
り
、
そ
の
譲
渡
契
約
は
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
信
託
法
で
は
そ
の
対
象
で
あ

る
信
託
財
産
を
定
義
す
る
規
定
が
あ
り
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
そ
れ
に
該
当
す
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

信
託
財
産
と
は
、
受
託
者
に
属
す
る
財
産
で
あ
っ
て
、
信
託
に
よ
り
管
理
又
は
処
分
を
す
べ
き
一
切
の
財
産
を
い
う
（
信
託
二
条

三
項
）。
信
託
の
対
象
に
つ
い
て
、
旧
信
託
法
一
条
が
「
財
産
権
」
と
規
定
し
て
い
た
の
に
対
し
、
信
託
法
は
単
に
「
財
産
」
と
規

定
し
た
。
こ
れ
は
信
託
の
対
象
と
な
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
名
称
で
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
成
熟
し
た
権
利
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
金

銭
的
価
値
に
見
積
も
る
こ
と
が
で
き
る
積
極
財
産
で
あ
り
、
か
つ
、
委
託
者
の
財
産
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
あ
れ
ば
、

す
べ
て
含
ま
れ
る
と
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る）（（
（

。
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フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
具
体
的
な
名
称
で
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
成
熟
し
た
権
利
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
が
、
世
界
的
に
取
引
が
な
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
金
銭
的
価
値
に
見
積
も
る
こ
と
が
で
き
る
積
極
財
産
と
い
う
点
は
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

問
題
は
、
委
託
者
、
す
な
わ
ち
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
保
有
者
の
財
産
か
ら
そ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
分
離
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

こ
の
点
、
著
作
権
な
ど
の
知
的
財
産
権
を
委
託
者
の
財
産
か
ら
分
離
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
権
利
を
移
転
す
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。

　

知
的
財
産
権
の
移
転
が
な
さ
れ
た
場
合
、
移
転
前
の
権
利
者
は
知
的
財
産
の
利
用
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
が
、
当
事
者
の
頭
の

中
か
ら
知
的
財
産
を
消
去
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
当
事
者
が
共
に
知
的
財
産
と
い
う
情
報
を
保
有
す
る
状
態
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。

利
用
自
体
が
不
可
能
な
の
で
は
な
く
、
権
利
侵
害
と
な
ら
な
い
た
め
に
利
用
を
し
な
い
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
知
的
財
産
権

の
移
転
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
知
的
財
産
権
の
「
移
転
」
と
は
、
移
転
前
の
権
利
者
が
知
的
財
産
の
利
用
を
行
わ
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
信
託
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
委
託
者
が
そ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
今
後
利
用
せ
ず
、
受

託
者
だ
け
が
利
用
す
る
状
態
が
構
築
で
き
れ
ば
、
譲
渡
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
信
託
財
産

に
な
り
う
る
。

　

た
だ
し
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
自
体
を
保
護
す
る
法
律
は
な
く
（
公
表
前
の
営
業
秘
密
で
あ
っ
た
と
き
は
除
く
。）、
法
的
保
護
を
受
け
ら

れ
な
い
こ
と
か
ら
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
信
託
す
る
際
に
、
バ
イ
ブ
ル
の
著
作
権
を
含
め
る
、
あ
る
い
は
端
的
に
バ
イ
ブ
ル
の
著
作
権

を
信
託
財
産
と
す
る
こ
と
が
現
実
的
な
方
策
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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四　

お
わ
り
に

　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
限
ら
ず
、
法
律
上
の
規
定
が
な
く
と
も
、
取
引
が
進
み
、
市
場
を
形
成
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

　

知
的
財
産
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
付
属
品
と
見
ら
れ
て
い
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
が
独
立
し
て
取
引
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
そ
の
法
的
保
護
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
、
一
九
八
〇
年
代
、
鋭
い
議
論
の
対
立
の
後
に
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
著
作
物
で
あ

る
と
い
う
立
法
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る）（（
（

。
ま
た
、
現
在
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
物
の
発
明
と
も
さ
れ
て
い
る
（
特

二
条
三
項
一
号
・
同
条
四
項
）。

　

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
テ
レ
ビ
局
や
テ
レ
ビ
番
組
制
作
会
社
の
間
で
取
引
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
消
費
者
も
利
用
す
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
と
は
流
通
の
特
性
も
異
な
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
法
的
裏
づ
け
が
な
く
と
も
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
剽
窃

は
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
テ
レ
ビ
業
界
の
商
慣
習
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
検
討
す
る
余
地
も

あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、Y

ouT
ube

等
で
一
般
消
費
者
が
全
世
界
に
向
け
て
、
容
易
に
番
組
を
送
信
で
き
（
そ
れ
に
よ
っ
て
相
当
の
収
益
を
上
げ

て
い
る
、
い
わ
ゆ
るY
ouT

uber

と
呼
ば
れ
る
者
も
い
る
。）、
ま
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
Ｃ
Ｇ
作
成
ソ
フ
ト
、
３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
な
ど
の

機
器
の
性
能
向
上
と
価
格
の
下
落
に
よ
り
、
そ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
基
づ
く
番
組
制
作
が
可
能
と
な
る
時
代
が
間
も
な
く
到
来
す
る

可
能
性
は
低
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

非
常
に
大
き
な
金
額
が
動
く
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
取
引
に
お
い
て
、
今
後
、
知
的
財
産
法
に
限
ら
ず
、
他
の
法
分
野
も
含
め
、
明
ら

か
に
な
る
問
題
点
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
動
向
に
注
意
を
払
い
、
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

※
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
二
三
五
三
〇
一
三
三
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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（
1
）　

梅
田
康
宏
＝
中
川
達
也
『
よ
く
わ
か
る
テ
レ
ビ
番
組
制
作
の
法
律
相
談
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
一
五
頁
。

（
2
）　

な
お
、
同
番
組
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
権
は
、
現
在
、Sony	Pictures

が
保
有
し
て
お
り
（https://sites.sonypicturestelevision.

com
/intlform

ats/form
ats.php

）、
ブ
ラ
ジ
ル
の
会
社
と
取
引
を
開
始
し
た
と
い
う
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
が
出
さ
れ
る
な
ど
（http://

w
w

w
.sonypictures.com

/corp/press_releases/2010/0（_10/0（122010_brazilfloresta.htm
l

）、
さ
ら
に
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
取

引
が
活
発
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

（
3
）　
「
好
評
だ
っ
た
仏
版
『
ト
リ
ビ
ア
の
泉
』」
二
〇
〇
七
年
五
月
四
日
朝
日
新
聞
朝
刊
一
七
頁
、「
ア
ジ
ア
で
リ
メ
ー
ク
大
受
け
─
─

『
た
け
し
城
』『
料
理
の
鉄
人
』」
二
〇
一
四
年
九
月
二
九
日
日
本
経
済
新
聞
夕
刊
一
六
頁
、「
人
気
番
組
『
ネ
タ
』
で
世
界
に
」
二
〇
一
五

年
三
月
七
日
朝
日
新
聞
夕
刊
三
頁
。	

（
4
）　
「
長
寿
番
組
が
開
い
た
道
⑴
「
新
婚
さ
ん
」
ベ
ト
ナ
ム
へ
（
軌
跡
）」
二
〇
一
四
年
五
月
二
六
日
日
本
経
済
新
聞
大
阪
夕
刊
関
西
Ｖ
ｉ

ｅ
ｗ
二
九
頁
。

（
5
）　

Ｆ
Ｒ
Ａ
Ｐ
Ａ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.frapa.org/about/history/

（
6
）　

総
務
省
『
平
成
二
六
年
版
情
報
通
信
白
書
』
三
三
八
頁
（
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.soum
u.go.jp/johotsusintokei/

w
hitepaper/ja/h26/pdf/n5800000.pdf　

二
〇
一
四
年
）。
も
っ
と
も
、
こ
の
デ
ー
タ
は
、
総
務
省
情
報
通
信
政
策
研
究
所	『
放
送
コ

ン
テ
ン
ツ
の
海
外
展
開
に
関
す
る
現
状
分
析
（
二
〇
一
三
年
度
）』（
二
〇
一
四
年
、
情
報
通
信
政
策
研
究
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
研
究
成
果

～
調
査
研
究
報
告
書
」http://w

w
w

.soum
u.go.jp/m

ain_content/000324498.pdf

）
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

な
お
、
総
務
省
『
平
成
二
七
年
版
情
報
通
信
白
書
』（
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.soum
u.go.jp/johotsusintokei/

w
hitepaper/ja/h2（/pdf/n8400000.pdf　

二
〇
一
四
年
）
に
お
い
て
は
、
放
送
コ
ン
テ
ン
ツ
に
関
す
る
記
述
自
体
が
大
幅
に
減
り
、

テ
レ
ビ
番
組
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
（
同
白
書
四
三
二
頁
）。

（
（
）　

同
番
組
は
、
エ
ジ
プ
ト
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
、
エ
ス
ト
ニ
ア
を
含
む
四
五
か
国
に
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
販
売
さ
れ
て
い
る

（http://w
w

w
.w

heeloffortune.com
/show

guide/historyandfunfacts/

）。

（
8
）　Richard	H

aynes,	M
edia R

ights and Intellectual Property	(2005)	96.	

（
9
）　

海
外
番
組
販
売
検
討
委
員
会
編
『
テ
レ
ビ
番
組
の
海
外
販
売
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』（
映
像
産
業
振
興
機
構
、
二
〇
一
二
年
）
二
八
頁
以

下
。
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（
10
）　Jonathan	Coad,	10	ST

EPS	T
O

	PRO
T

ECT
	Y

O
U

R	T
V

	FO
RM

A
T

,	http://k（m
edia.co.uk/2014/05/14/10-steps-to-

protect-your-form
at/

　
　

Coad

氏
は
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
含
め
た
メ
デ
ィ
ア
・
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
業
界
に
詳
し
い
こ
と
で
著
名
な
弁
護
士
で
あ
る
。
筆

者
は
、
直
接
、
話
を
す
る
機
会
を
数
回
得
た
が
、Coad

弁
護
士
は
、
年
を
追
う
ご
と
に
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
概
念
が
複
雑
か
つ
変
化
し
て

い
る
と
述
べ
て
い
た
。

（
11
）　

世
界
知
的
所
有
権
機
関
に
よ
る
調
停
・
仲
裁
（W

IPO
	M

ediation	and	Expedited	A
rbitration	for	Film

	and	M
edia

）
が

可
能
で
あ
る
（
詳
細
に
つ
い
て
は
、http://w

w
w

.w
ipo.int/am

c/en/film
/index.htm

l

）。
調
停
や
仲
裁
は
、
そ
の
内
容
が
公
表
さ

れ
な
い
点
に
特
徴
が
あ
り
、
実
際
に
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
き
事
案
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
か
等
の
資
料
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、

W
IPO

	A
rbitration	and	M

ediation	Center

のD
irector	

で
あ
るEric	W

ilbers

氏
と
直
接
、
話
を
す
る
機
会
が
あ
り
、
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト
に
関
す
る
事
案
は
実
際
に
あ
る
こ
と
（
も
ち
ろ
ん
内
容
に
つ
い
て
は
コ
メ
ン
ト
で
き
な
い
。）、
調
停
・
仲
裁
の
全
体
数
の
う
ち
一

～
二
％
で
あ
る
こ
と
を
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
12
）　

総
務
省
情
報
通
信
政
策
研
究
所
・
前
掲
注
（
６
）
三
頁
。

（
13
）　

脚
本
の
翻
案
権
は
、
脚
本
家
に
あ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
（
著
六
一
条
二
項
参
照
）。
も
っ
と
も
、
現
実
の
ド
ラ
マ
制
作

の
現
場
で
は
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
か
ら
仕
事
を
受
注
す
る
立
場
で
あ
り
、「
持
ち
つ
持
た
れ
つ
」
の
関
係
で
あ
っ
て
、
契
約
の
現
場
で
は
、

映
画
製
作
者
が
リ
メ
イ
ク
の
申
込
者
と
契
約
を
締
結
し
、
合
意
し
た
リ
メ
イ
ク
料
を
受
け
取
り
、
原
作
者
、
脚
本
家
に
配
分
を
行
う
と
い

う
ケ
ー
ス
が
大
半
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
し
特
段
の
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
と
い
う
（
金
井
重
彦
＝
龍
村
全
編

著
『
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
法
』（
学
陽
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
四
八
五
頁
〔
日
向
央
〕）。

（
14
）　

近
時
、
国
際
的
な
テ
レ
ビ
番
組
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
我
が
国
で
い
う
リ
メ
イ
ク
権
に
当
た
る
言
葉
と
し
てScripted	

Form
at

を
使
用
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
平
成
二
六
年
版
情
報
通
信
白
書
で
は
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
リ
メ
イ
ク
権
と
を
合
わ
せ

た
形
で
の
統
計
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
15
）　Robin	M

eadow
,	T

elevision	Form
ats	–	T

he	Search	for	Protection	(19（0)	58	California Law
 R

eview
	116,	11（0.

（
16
）　http://w

w
w

.frapa.org/about/background-aim
s/	

（
1（
）　GRU

R	2003,	H
eft	10,	S.	8（6-8（8.
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（
18
）　http://dow

nloads.bbc.co.uk/foi/classes/policies_procedures/television_script_com
m

issioning_agreem
ent_2012.

pdf
（
19
）　http://thepm

a.com
/about/

（
20
）　http://w

w
w

.w
ritersguild.org.uk/about-us.htm

l
（
21
）　

競
争
者
間
で
経
済
的
価
値
を
有
す
る
成
果
を
冒
用
す
る
行
為
を
い
う
。
大
橋
麻
也
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
正
競
争
の
概
念
」
比
較

法
学
四
〇
巻
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
22
）　JCP	G	1995,	II,	22411,	obs.	Ph.	le	T

ourneau.

（
23
）　

フ
ラ
ン
ス
に
は
、
単
行
法
の
著
作
権
法
は
な
く
、
特
許
権
等
他
の
知
的
財
産
と
一
緒
に
、
知
的
財
産
法
（Code	de	la	propriété	

intellectuelle

）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
24
）　RID

A
	juill.	2004,	p.	321.

（
25
）　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
著
作
権
法
に
よ
る
保
護
を
模
索
す
る
議
論
が
起
き
て
い
る
（M

arkus	M
üller,	Ü

ber	die	
Schutzfähigkeit	von	fernsehshow

form
aten	im

	deutschen	U
rheberrecht	(2005)

）。

（
26
）　

山
本
庸
幸
『
要
説
不
正
競
争
防
止
法
第
四
版
』（
発
明
協
会
、
二
〇
〇
六
年
）
四
四
頁
。

（
2（
）　

秘
密
管
理
性
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
①
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
者
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
ア
ク
セ
ス
制
限
）、
②
情
報
に
ア

ク
セ
ス
し
た
者
に
当
該
情
報
が
営
業
秘
密
で
あ
る
こ
と
が
認
識
で
き
る
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
認
識
可
能
性
）
の
二
つ
が
判
断
の
要

素
に
な
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
五
年
に
、
経
済
産
業
省
が
、
情
報
に
ア
ク
セ
ス
し
た
者
が
秘
密
で
あ
る
と
認
識
で
き

る
（「
認
識
可
能
性
」
を
満
た
す
）	

場
合
に
、
十
分
な
ア
ク
セ
ス
制
限
が
な
い
こ
と
を
根
拠
に
秘
密
管
理
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

と
す
る
新
た
な
営
業
秘
密
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
開
し
た
（
経
済
産
業
省
『
営
業
秘
密
管
理
指
針　

全
部
改
訂
平
成
二
七
年
一
月

二
八
日
』
経
済
産
業
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.m
eti.go.jp/policy/econom

y/chizai/chiteki/pdf/20150128hontai.pdf

）。

　
　

も
っ
と
も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
自
体
が
、
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
こ
と
を
明
記
し
、
法
改
正
も
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
秘
密
管
理
性

が
実
際
の
裁
判
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
か
は
今
後
も
注
視
が
必
要
で
あ
る
。

（
28
）　

も
っ
と
も
、
同
判
決
は
、
異
な
る
事
実
関
係
の
も
と
で
他
の
法
律
構
成
に
よ
っ
て
不
法
行
為
の
成
立
等
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
ま
で
も
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
（
瀬
戸
口
壯
夫
「
競
走
馬
の
所
有
者
が
当
該
競
走
馬
の
名
称
を
無
断
で
利
用
し
た
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ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
を
製
作
、
販
売
し
た
業
者
に
対
し
い
わ
ゆ
る
物
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
当
該
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
の
製
作
、

販
売
等
の
差
止
請
求
又
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
の
可
否
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成

16
年
度
（
上
）（
１
月
～
６
月
分
）』（
法
曹
会
、
二
〇
〇
七
年
）
一
一
八
頁
）。

　
　

ま
た
、
ピ
ン
ク
・
レ
デ
ィ
ー
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
判
平
成
二
四
年
二
月
二
日
判
時
二
一
四
三
号
七
二
頁
）
で
は
、
法
令
に
根
拠
の
な

い
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
に
つ
い
て
、
人
格
権
で
あ
る
と
し
た
。
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
財
産
権
と
す
る
裁
判
例
も
少
な

く
な
か
っ
た
（「
キ
ン
グ
ク
リ
ム
ゾ
ン
事
件
」
東
京
高
判
平
成
一
一
年
二
月
二
四
日
判
例
集
未
登
載
、「
プ
ロ
野
球
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
事
件
」

知
財
高
判
平
成
二
〇
年
二
月
二
五
日
裁
判
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
）。
財
産
権
と
構
成
す
る
と
、
ギ
ャ
ロ
ッ
プ
レ
ー
サ
ー
事
件
最
高
裁
判

決
に
い
う
法
令
等
に
よ
り
違
法
と
さ
れ
る
行
為
の
範
囲
、
態
様
等
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
状
態
に
な
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　
　

な
お
、
北
朝
鮮
著
作
物
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
判
平
成
二
三
年
一
二
月
八
日
民
集
六
五
巻
九
号
三
二
七
五
頁
）
で
は
、
北
朝
鮮
で
創
作

さ
れ
た
映
画
が
「
著
作
物
」（
著
二
条
一
項
一
号
）	

で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
著
作
権
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
な
い
も
の
（
著
六
条
二
号

参
照
）	

と
さ
れ
て
お
り
、
著
作
物
性
が
な
い
と
解
さ
れ
る
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
同
判
決
の
論
理
を
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
か
は
検
討

が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
29
）　

寺
本
昌
広
『
逐
条
解
説
新
し
い
信
託
法
補
訂
版
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
八
年
）
三
二
頁
。

（
30
）　

そ
の
経
過
に
つ
い
て
、
中
山
信
弘
『
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
法
的
保
護
（
新
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
一
頁
以
下
。


